
〇容積率の算定における、前面道路幅員に乗じる係数について

住居系の用途地域「０．４」

その他の用途地域「０．６」

※無指定（市街化調整区域）は「０．４」となります。

〇その他、地区計画や建築協定により、表とは異なった規制のある区域があります。

地区計画については都市計画課へお問い合わせください。

上記の内容は、ホームページにも掲載しています。

トップページ＞くらし・市政＞くらし・手続き＞住まい・街づくり＞建築確認・建築物＞建築物の高さ制限、日影規制について

〇斜線制限について

（市街化調整区域）

（市街化調整区域）


